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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と、
　前記第１基板上に形成された光遮断層と、
　前記光遮断層が形成された第１基板上に形成された共通電極と、
　前記第１基板に対向する第２基板と、
　前記第２基板上に形成され、第１方向に延伸された第１ゲートラインと前記第１ゲート
ラインに対して第２方向に配列された隣接する第２ゲートラインを含む複数のゲートライ
ンと、
　前記第２基板上に形成され、前記ゲートラインと交差し、第１データラインと第１デー
タラインに隣接する第２データラインを含み、Ｖ字形状を有する複数のデータラインと、
　前記第１ゲートライン、第２ゲートライン、第１データライン、及び第２データライン
 により定義され、Ｖ字形状を有する第１画素領域と、前記第２基板上に、前記第１画素
領域内で前記第１データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状を有する第1電極と、前記
第２基板上に前記第１画素領域内で前記第２データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状
を有する第２電極と、前記第１画素領域に形成される画素電極と、
　前記第1基板と前記第２基板との間に介在された液晶と、
を含み、
　前記第１データラインは前記第１画素領域と前記第１画素領域に前記第１方向に隣接す
る第２画素領域間に配置され、
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　前記光遮断層は、前記第１画素領域の第１電極の第１方向への幅、前記第２画素領域の
前記第２電極の第１方向への幅及び前記第１画素領域の第１電極と前記第２画素領域の第
２電極との間の隔離距離を合わせた幅と同じ幅を有して、前記第１画素領域の第１電極及
び前記第２画素領域の前記第２電極をカバーし、
　前記共通電極は前記共通電極を部分的に除去して形成され、前記第１電極の折り曲げら
れた部分で前記第１方向に所定の長さほど延長した第１開口部、前記第１開口部の端部か
ら前記第１開口部に対して所定の傾きを有し、前記第２方向及び前記第２方向と反対にな
る第３方向に延長した第２開口部、及び前記第２方向に延長した端部が前記第２電極側に
所定の長さほど延長した第３開口部を備えてＹ字状を有する第３電極領域を含むことを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記液晶はネガティブ型の誘電常数異方性を有することを特徴とする請求項１記載の液
晶表示装置。
【請求項３】
　前記第２基板の下部に位置し、前記第１基板及び前記第２基板に光を提供する光発生装
置と、
　前記第１基板の上部面と前記第２基板の下部面に形成され、前記光を選択的に透過させ
るための偏光軸を有する偏光板と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示装置。
【請求項４】
　前記第１電極及び第２電極は前記偏光軸に対して約４５°傾いて形成されることを特徴
とする請求項３記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記画素電極は前記第１電極及び前記第２電極から離隔されることを特徴とする請求項
１記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記画素電極が第１電極及び前記第２電極から離隔される間隔は約２乃至３μｍである
ことを特徴とする請求項５記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記画素電極は前記第１電極及び前記第２電極と部分的にオーバーラップされるように
形成されたことを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記オーバーラップされた幅は約２乃至３μｍであることを特徴とする請求項７記載の
液晶表示装置。
【請求項９】
　前記第２基板はストレージキャパシター形成用金属パターンをさらに含むことを特徴と
する請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記金属パターンは前記画素領域の折曲された部分に所定の幅を有するように形成され
るかまたは前記第１電極及び前記第２電極の両端部に隣接して形成されることを特徴とす
る請求項９記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記データラインと前記第１電極との間の第２間隔及び前記データラインと第２電極と
の間の第３間隔はそれぞれ約２μｍであることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置
。
【請求項１２】
　第１基板と、
　前記第１基板上に形成された光遮断層と、
　前記光遮断層が形成された第１基板上に形成された共通電極と、
　前記第１基板に対向する第２基板と、
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　前記第２基板上に形成され、第１ゲートラインと前記第１ゲートラインに隣接する第２
ゲートラインを含む複数のゲートラインと、
　前記第２基板上に形成され、前記ゲートラインと交差し、第１データラインと第１デー
タラインに隣接する第２データラインを含み、Ｖ字形状を有する複数のデータラインと、
　前記第１ゲートライン、第２ゲートライン、第１データライン、及び第２データライン
により定義され、Ｖ字形状を有する第１画素領域と、前記第２基板上に前記第１画素領域
内で前記第１データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状を有する第１電極と、前記第２
基板上に、前記第１画素領域内で前記第２データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状を
有する 第２電極と、前記第１電極及び第２電極から離隔されて形成される画素電極とを
含む第２基板と、
　前記第１基板及び前記第２基板との間に介在された液晶と、を含み、
　前記第１データラインは前記第１画素領域と前記第１画素領域に前記第１方向に隣接す
る第２画素領域間に配置され、
　前記光遮断層は、前記第１画素領域の第１電極の第１方向への幅、前記第２画素領域の
前記第２電極の第１方向への幅及び前記第１画素領域の第１電極と前記第２画素領域の第
２電極との間の隔離距離を合わせた幅と同じ幅を有して、前記第１画素領域の第１電極及
び前記第２画素領域の前記第２電極をカバーし、
　前記共通電極は前記共通電極を部分的に除去して形成され、前記第１電極の折り曲げら
れた部分で前記第１方向に所定の長さほど延長した第１開口部、前記第１開口部の端部か
ら前記第１開口部に対して所定の傾きを有し、前記第２方向及び前記第２方向と反対にな
る第３方向に延長した第２開口部、及び前記第２方向に延長した端部が前記第２電極側に
所定の長さほど延長した第３開口部を備えてＹ字状を有する第３電極領域を含むことを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記液晶はネガティブ型の誘電常数異方性を有することを特徴とする請求項１２記載の
液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第１電極の折曲された部分から前記第２電極の折曲された部分の方に延伸されるス
トレージキャパシター形成用金属パターンをさらに含むことを特徴とする請求項１２記載
の液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記画素電極が第１電極及び前記第２電極から離隔された間隔は約２乃至３μｍである
ことを特徴とする請求項１２記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　光遮断層及び前記光遮断層上に形成された共通電極を有する第１基板と、
　第１方向に延伸され、第２方向に配列された複数のゲートライン、前記ゲートラインに
交差して形成され、Ｖ字形状を有する複数のデータライン、前記ゲートライン及び前記デ
ータラインのうち互いに隣接する２つのゲートライン及びデータラインにより定義され、
Ｖ字形状を有する画素領域と、
　前記画素領域内で前記画素領域に該当されるデータラインに隣接して形成され、前記画
素領域に対応される形状を有し、前記画素領域を部分的に遮断するための第１電極と、前
記画素領域内で以前端の画素領域に該当するデータラインに隣接して形成され、前記画素
領域と対応する形状を有し、前記画素領域を部分的に遮断するための第２電極と、前記第
１電極と前記第２電極とが部分的にオーバーラップされるように形成される画素電極とを
含む第２基板と、
　前記第１基板と第２基板との間に介在された液晶と、
を含み、
　前記画素領域に該当するデータラインは、前記画素領域と前記画素領域に第1方向に隣
接する他の画素領域に間に配置され、
　前記光遮断層は、前記画素領域の第１電極の第１方向への幅、前記他の画素領域の第２



(4) JP 4703128 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

電極の第１方向への幅及び前記画素領域の第１電極と前記他の画素領域の第２電極との間
の隔離距離を合わせた幅と同じ幅を有して、前記画素領域の第１電極及び前記他の画素領
域の前記第２電極をカバーし、
　前記共通電極は前記共通電極を部分的に除去して形成され、前記第１電極の折り曲げら
れた部分で前記第１方向に所定の長さほど延長した第１開口部、前記第１開口部の端部か
ら前記第１開口部に対して所定の傾きを有し、前記第２方向及び前記第２方向と反対にな
る第３方向に延長した第２開口部、及び前記第２方向に延長した端部が前記第２電極側に
所定の長さほど延長した第３開口部を備えてＹ字状を有する第３電極領域を含むことを特
徴とする液晶表示装置。　
【請求項１７】
　前記第２基板の下部に位置し、前記第１基板及び前記第２基板に光を提供する光発生装
置と、
　前記第１基板の上部面と前記第２基板の下部面に形成され、前記光を選択的に透過させ
るための偏光軸を有する偏光板と、をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の液
晶表示装置。
【請求項１８】
　前記液晶はネガティブ型の誘電常数異方性を有し、前記第１電極及び前記第２電極は前
記偏光軸に対して約４５°傾いて形成されることを特徴とする請求項１７記載の液晶表示
装置。
【請求項１９】
　前記オーバーラップされた幅は約２乃至３μｍであることを特徴とする請求項１６記載
の液晶表示装置。
【請求項２０】
　第１基板上に形成された第１偏光フィルムと第２基板上に形成された第２偏光フィルム
を更に含むことを特徴とする請求項１２記載の液晶表示装置。
【請求項２１】
　前記第１電極及び第２電極は、第１偏光フィルムと第２偏光フィルムの偏光軸に対して
約４５°に傾くことを特徴とする請求項２０記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関し、より詳細には応答速度及び透過率を向上するための液晶
表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶表示装置は画素をスイッチングする薄膜トランジスタＴＦＴ（Thin Film 
Transistor）が形成されたＴＦＴ基板と、共通電極が形成されたカラーフィルター基板と
、前記ＴＦＴ基板とカラーフィルター基板との間に密封された液晶とで構成される。液晶
表示装置は前記ＴＦＴ基板とカラーフィルター基板にそれぞれ形成された画素電極及び共
通電極に電圧を印加して液晶を駆動させ、光の透過率を制御することにより画像をディス
プレーする。
【０００３】
　最近、液晶表示装置の需要は増加し、液晶表示装置の視覚特性や表示品質の改善がつよ
く要求されている。これを実現するために垂直配向モードの液晶表示装置が開発された。
【０００４】
　ＶＡ（Vertical Alignment）モードの液晶表示装置は垂直配向処理された２つの基板と
、２つの基板の間に密封されたネガティブ型の誘電常数異方性を有する液晶で構成されて
いる。
【０００５】
　前記液晶は垂直配向の性質を有し、２つの基板の間に電圧が印加されないとき前記液晶
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は前記２つの基板の面に対して垂直方向に整列され、ブラックでディスプレーされる。ま
た、２つの基板の間に所定の電圧が印加されるとき前記液晶は前記２つの基板の面に対し
て水平方向に整列され、ホワイトでディスプレーされる。一方、前記液晶が２つ基板の面
に対して水平方向に整列されるとき２つの基板に印加される電圧より小さい電圧が前記２
つの基板に印加されると、前記液晶は前記２つの基板の面に対して斜めに傾いて配向する
。
【０００６】
　図１は一般のＰＶＡモードの液晶表示装置を示す平面図であり、図２は図１のＢ－Ｂ`
線による断面図である。
【０００７】
　図１及び図２に示すように、一般のＰＶＡモードの液晶表示装置は薄膜トランジスタ１
１０が形成された第１基板１００、光を遮蔽させるための光遮断層２１０が形成された第
２基板２００及び前記第１及び第２基板１００、２００の間に介在される液晶層（図示せ
ず）を含む。また、第１基板１００の下部及び第２基板２００の上部にはバックライトア
センブリ（図示せず）から発生された光を光軸に沿って選択的に透過させるための偏光板
（図示せず）がそれぞれ構成される。
【０００８】
　ここで、第１基板１００は互いに平行な複数のゲートライン１２０、前記ゲートライン
１２０に垂直し互いに平行に配列された複数のデータライン１３０、ゲートライン１２０
及びデータライン１３０により定義された領域に形成された画素電極１４０を有する。ま
た、第２基板２００は前記光遮断層２１０の上部に形成された共通電極２２０を含む。
【０００９】
　一般に、液晶表示装置は画素内の液晶分子をマルチドメイン（ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉ
ｎ）や互いに異なる方向に配列させるための第１電極１５０、第２、第３切り欠き部１６
０、１７０を含む。ここで、第１電極１５０は第１基板１００上に形成され、第２及び第
３切り欠き部１６０、１７０は第２基板２００上に形成される。
【００１０】
　前記第１電極１５０はデータライン１３０に対して所定の傾きを有し、仮想線Ａ－Ａ`
を中心に対称に形成された第１突出部１５０ａと、データライン１３０に平行であり、第
１突出部１５０ａの端部を互いに連結する第２突出部１５０ｂとを含む。
【００１１】
　ここで、第２突出部１５０ｂは第２基板２００上の光遮断層２１０により完全にカバー
される。即ち、光遮断層２１０はデータライン１３０を中央に置いて左右に形成された第
２突出部１５０ｂよりさらに広い幅、例えば、約２８μｍの幅を有する。また、第１電極
１５０と画素電極１４０はゲート絶縁膜１０２により絶縁状態を保持し、第２突出部１５
０ｂとデータライン１３０との間隔は約５．５μｍである。
【００１２】
　一方、第２切り欠き部１６０は仮想線Ａ－Ａ`を中心に対称にＶ字形状を有するように
形成され、第１電極１５０と第２切り欠き部１６０は交替で配列される。第３切り欠き部
１７０は、仮想線Ａ－Ａ`を中心に対称に第２切り欠き部１６０の内側でＹ字形状を有す
る。ここで、第２切り欠き部１６０及び第３切り欠き部１７０は第２基板２００上の共通
電極２２０を部分的に除去することにより形成される。
【００１３】
　図３及び図４を参照して一般の液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での液晶の
傾斜方向を説明する。
【００１４】
　図３は一般の液晶表示装置のデータラインに隣接した領域での液晶の傾斜方向を示す概
略的平面図であり、図４は一般の液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での偏光軸
と液晶の傾斜方向を示す概略的平面図である。
【００１５】
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　図３に示すように、画素電極１４０はデータライン１３０に隣接する第２突出部１５０
ｂを完全に被覆するようにオーバーラップされて形成される。
【００１６】
　一般に、ネガティブ型の誘電常数異方性を有する液晶は偏光軸に対して４５°傾くよう
になる。しかし、画素電極１４０の端部に隣接する液晶は電界が印加されない状態で垂直
方向に配列されブラックモード状態３００を保持する。一方、電界が印加される初期に画
素電極１４０の端部に隣接した液晶は偏光軸３１０と同一な方向に傾き、以後画素電極１
４０の端部に隣接しない液晶の影響を受けて偏光軸３１０に対して４５°に傾くようにな
る。
【００１７】
　即ち、液晶に電界が印加されても画素電極１４０の端部に隣接する液晶は図４に示され
たように偏光軸３１０と同一な方向にチルト（ｔｉｌｔ）されるので輝度が低下され得る
。
【００１８】
　また、液晶表示装置で画素電極１４０の端部に隣接した液晶が電界印加初期に偏光軸３
１０と同一な方向に配列された後、前記偏光軸３１０に対して４５°にチルトされる現象
である２ステップモーションが誘発される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は透過率及び応答速度を向上させるための液晶表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本願第１発明は、
　第１基板と、
　前記第１基板上に形成された光遮断層と、
　前記光遮断層が形成された第１基板上に形成された共通電極と、
　前記第１基板に対向する第２基板と、
　前記第２基板上に形成され、第１方向に延伸された第１ゲートラインと前記第１ゲート
ラインに対して第２方向に配列された隣接する第２ゲートラインを含む複数のゲートライ
ンと、
　前記第２基板上に形成され、前記ゲートラインと交差し、第１データラインと第１デー
タラインに隣接する第２データラインを含み、Ｖ字形状を有する複数のデータラインと、
　前記第１ゲートライン、第２ゲートライン、第１データライン、及び第２データライン
 により定義され、Ｖ字形状を有する第１画素領域と、前記第２基板上に、前記第１画素
領域内で前記第１データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状を有する第1電極と、前記
第２基板上に前記第１画素領域内で前記第２データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状
を有する第２電極と、前記第１画素領域に形成される画素電極と、
　前記第1基板と前記第２基板との間に介在された液晶と、
を含み、
　前記第１データラインは前記第１画素領域と前記第１画素領域に前記第１方向に隣接す
る第２画素領域間に配置され、
　前記光遮断層は、前記第１画素領域の第１電極の第１方向への幅、前記第２画素領域の
前記第２電極の第１方向への幅及び前記第１画素領域の第１電極と前記第２画素領域の第
２電極との間の隔離距離を合わせた幅と同じ幅を有して、前記第１画素領域の第１電極及
び前記第２画素領域の前記第２電極をカバーし、
　前記共通電極は前記共通電極を部分的に除去して形成され、前記第１電極の折り曲げら
れた部分で前記第１方向に所定の長さほど延長した第１開口部、前記第１開口部の端部か
ら前記第１開口部に対して所定の傾きを有し、前記第２方向及び前記第２方向と反対にな
る第３方向に延長した第２開口部、及び前記第２方向に延長した端部が前記第２電極側に
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所定の長さほど延長した第３開口部を備えてＹ字状を有する第３電極領域を含むことを特
徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第２発明は、第１発明において、前記液晶はネガティブ型の誘電常数異方性を有す
ることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　発明３は、発明１において、前記第２基板の下部に位置し、前記第１基板及び前記第２
基板に光を提供する光発生装置と、前記第１基板の上部面と前記第２基板の下部面に形成
され、前記光を選択的に透過させるための偏光軸を有する偏光板と、をさらに含むことを
特徴とする。
　本願第４発明は、第１発明において、前記第１電極及び第２電極は前記偏光軸に対して
約４５°傾いて形成されることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第５発明は、第１発明において、前記画素電極は前記第１電極及び前記第２電極か
ら離隔されることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第６発明は、第５発明において、前記画素電極が第１電極及び前記第２電極から離
隔される間隔は約２乃至３μｍであることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第７発明は、第１発明において、前記画素電極は前記第１電極及び前記第２電極と
部分的にオーバーラップされるように形成されたことを特徴とする液晶表示装置を提供す
る。
　本願第８発明は、第７発明において、前記オーバーラップされた幅は約２乃至３μｍで
あることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第９発明は、第１発明において、前記第２基板はストレージキャパシター形成用金
属パターンをさらに含むことを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第１０発明は、第９発明において、前記金属パターンは前記画素領域の折曲された
部分に所定の幅を有するように形成されるかまたは前記第１電極及び前記第２電極の両端
部に隣接して形成されることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第１１発明は、第１発明において、前記データラインと前記第１電極との間の第２
間隔及び前記データラインと第２電極との間の第３間隔はそれぞれ約２μｍであることを
特徴とする液晶表示装置を提供する。
【００２１】
　本願第１２発明は、
　第１基板と、
　前記第１基板上に形成された光遮断層と、
　前記光遮断層が形成された第１基板上に形成された共通電極と、　前記第１基板に対向
する第２基板と、
　前記第２基板上に形成され、第１ゲートラインと前記第１ゲートラインに隣接する第２
ゲートラインを含む複数のゲートラインと、
　前記第２基板上に形成され、前記ゲートラインと交差し、第１データラインと第１デー
タラインに隣接する第２データラインを含み、Ｖ字形状を有する複数のデータラインと、
　前記第１ゲートライン、第２ゲートライン、第１データライン、及び第２データライン
により定義され、Ｖ字形状を有する第１画素領域と、前記第２基板上に前記第１画素領域
内で前記第１データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状を有する第１電極と、前記第２
基板上に、前記第１画素領域内で前記第２データラインに隣接して形成され、Ｖ字形状を
有する 第２電極と、前記第１電極及び第２電極から離隔されて形成される画素電極とを
含む第２基板と、
　前記第１基板及び前記第２基板との間に介在された液晶と、を含み、
　前記第１データラインは前記第１画素領域と前記第１画素領域に前記第１方向に隣接す
る第２画素領域間に配置され、
　前記光遮断層は、前記第１画素領域の第１電極の第１方向への幅、前記第２画素領域の
前記第２電極の第１方向への幅及び前記第１画素領域の第１電極と前記第２画素領域の第
２電極との間の隔離距離を合わせた幅と同じ幅を有して、前記第１画素領域の第１電極及
び前記第２画素領域の前記第２電極をカバーし、
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　前記共通電極は前記共通電極を部分的に除去して形成され、前記第１電極の折り曲げら
れた部分で前記第１方向に所定の長さほど延長した第１開口部、前記第１開口部の端部か
ら前記第１開口部に対して所定の傾きを有し、前記第２方向及び前記第２方向と反対にな
る第３方向に延長した第２開口部、及び前記第２方向に延長した端部が前記第２電極側に
所定の長さほど延長した第３開口部を備えてＹ字状を有する第３電極領域を含むことを特
徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第１３発明は、第１２発明において、前記液晶はネガティブ型の誘電常数異方性を
有する ことを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第１４発明は、第１２発明において、前記第１電極の折曲された部分から前記第２
電極の折曲された部分の方に延伸されるストレージキャパシター形成用金属パターンをさ
らに含むことを特徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第１５発明は、第１２発明において、前記画素電極が第１電極及び前記第２電極か
ら離隔された間隔は約２乃至３μｍであることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
【００２２】
　本願第１６発明は、
　光遮断層及び前記光遮断層上に形成された共通電極を有する第１基板と、
　第１方向に延伸され、第２方向に配列された複数のゲートライン、前記ゲートラインに
交差して形成され、Ｖ字形状を有する複数のデータライン、前記ゲートライン及び前記デ
ータラインのうち互いに隣接する２つのゲートライン及びデータラインにより定義され、
Ｖ字形状を有する画素領域と、
　前記画素領域内で前記画素領域に該当されるデータラインに隣接して形成され、前記画
素領域に対応される形状を有し、前記画素領域を部分的に遮断するための第１電極と、前
記画素領域内で以前端の画素領域に該当するデータラインに隣接して形成され、前記画素
領域と対応する形状を有し、前記画素領域を部分的に遮断するための第２電極と、前記第
１電極と前記第２電極とが部分的にオーバーラップされるように形成される画素電極とを
含む第２基板と、
　前記第１基板と第２基板との間に介在された液晶と、
を含み、
　前記画素領域に該当するデータラインは、前記画素領域と前記画素領域に第1方向に隣
接する他の画素領域に間に配置され、
　前記光遮断層は、前記画素領域の第１電極の第１方向への幅、前記他の画素領域の第２
電極の第１方向への幅及び前記画素領域の第１電極と前記他の画素領域の第２電極との間
の隔離距離を合わせた幅と同じ幅を有して、前記画素領域の第１電極及び前記他の画素領
域の前記第２電極をカバーし、
　前記共通電極は前記共通電極を部分的に除去して形成され、前記第１電極の折り曲げら
れた部分で前記第１方向に所定の長さほど延長した第１開口部、前記第１開口部の端部か
ら前記第１開口部に対して所定の傾きを有し、前記第２方向及び前記第２方向と反対にな
る第３方向に延長した第２開口部、及び前記第２方向に延長した端部が前記第２電極側に
所定の長さほど延長した第３開口部を備えてＹ字状を有する第３電極領域を含むことを特
徴とする液晶表示装置を提供する。
　本願第１７発明は、第１６発明において、前記第２基板の下部に位置し、前記第１基板
及び前記第２基板に光を提供する光発生装置と、前記第１基板の上部面と前記第２基板の
下部面に形成され、前記光を選択的に透過させるための偏光軸を有する偏光板と、をさら
に含むことを特徴とする。
　本願第１８発明は、第１６発明において、前記液晶はネガティブ型の誘電常数異方性を
有し、前記第１電極及び前記第２電極は前記偏光軸に対して約４５°傾いて形成されるこ
とを特徴とする液晶表示装置を提供する。
【００２３】
　本願第１９発明は、第１６発明において、記オーバーラップされた幅は約２乃至３μｍ
であることを特徴とする液晶表示装置を提供する。
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　本願第２０発明は、第１２発明において、第１基板上に形成された第１偏光フィルムと
第２基板上に形成された第２偏光フィルムを更に含むことを特徴とする液晶表示装置を提
供する。
　本願第２１発明は、第２０発明において、前記第１電極及び第２電極は、第１偏光フィ
ルムと第２偏光フィルムの偏光軸に対して約４５°に傾くことを特徴とする液晶表示装置
を提供する。
【発明の効果】
【００２４】
　従って、前記第１及び第２電極をカバーするために前記第１基板上に形成される光遮断
層の幅及び電極間隔を減少することができ、液晶表示装置の透過率及び応答速度を向上さ
せることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明の望ましい一実施例をより詳細に説明する。
【００２６】
　図５は本発明の一実施例による液晶表示装置を示す平面図であり、図６は図５のＣ－Ｃ
`線による断面図であり、図７は図５に示された金属パターンの他の構造を示す平面図で
ある。
【００２７】
　ここで、図５は液晶の方向を規則化するための電極パターンを有するＰＶＡモード液晶
表示装置の画素領域を示す。また、電界が加えられたとき、各画素内での液晶は互いに異
なる方向に斜めに配列されることによって液晶表示装置の視野角特性が向上される。
【００２８】
　図５及び図６に示すように、本発明の一実施例による液晶表示装置は第１基板４００と
第２基板５００とを含む。前記第１及び第２基板４００、５００の表面は垂直整列のため
に配向処理され、ネガティブ型の誘電常数異方性を有する液晶（図示せず）が前記第１及
び第２基板４００、５００の間に介在される。また、画素領域の一部を遮断して画素領域
での液晶分子の配列を安定化するための第１乃至第２電極４５０、４６０、第３切り欠き
部４７０を含む。
【００２９】
　ここで、第１基板４００は第１方向に延伸され、第２方向に所定間隔を有するように配
列された複数のゲートライン４１０、前記ゲートライン４１０に交差して形成された複数
のデータライン４２０、ゲートライン４１０とデータライン４２０との交差点にマトリッ
クス状で形成された複数の薄膜トランジスタ４３０と画素電極４４０を有する。
【００３０】
　図５に示すように、隣接する２つのゲートライン４１０及びデータライン４２０により
定義される画素領域はレイアウト上で中央部分が折曲されたＶ字形状を有する。
【００３１】
　また、前記データライン４２０は前記画素領域に対応してＶ字形状を有し、偏光軸４９
０（図示せず）に対して４５°の傾斜角を有する。
【００３２】
　前記薄膜トランジスタ４３０はゲート電極４３２、ソース電極４３４及びドレーン電極
４３６を含む。前記ゲート電極４３２はゲート絶縁膜４３８により前記ソース電極４３４
及びドレーン電極４３６と絶縁状態を保持する。
【００３３】
　前記第１電極４５０は図５中右端のデータライン４２０に隣接して配置され、前記デー
タライン４２０と対応してＶ字形状を有する。また、前記第２電極４６０は前述の図５中
右端のデータラインに隣接するデータライン４２０に隣接して配置され、前記データライ
ン４２０に対応してＶ字形状を有する。第１電極及び第２電極４５０、４６０はデータラ
イン４２０に対応する形状であるＶ字形状を有するので前記第１及び第２電極４５０、４
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６０は前記偏光板（図示せず）の偏光軸４９０に対して４５°の傾斜角を有する。前記偏
光版は、第１基板４００及び第２基板５００に対向するように一組設けられており、それ
らの偏光版の偏光軸は互いに直交している。
【００３４】
　前記第１及び第２電極４５０、４６０は前記ゲート電極４３２と同一な金属物質により
形成され、前記ゲート絶縁膜４３８の下部に形成される。
【００３５】
　前記第３切り欠き部４７０は、第１延長部、第２延長部、第３延長部を含み、Ｙ字形状
を有するように形成される。第１延長部は、第１電極４５０の折曲された部分から前記ゲ
ートライン４１０と平行に前記第１方向に所定長さだけ延伸される。第２延長部は、前記
第１方向に延伸された第１延長部の端部が所定の傾きを有し、前記データライン４２０と
平行に前記第２方向に延伸される。第３延長部は、前記第２方向に延伸された第２延長部
の端部が前記第２電極４６０の方に長さだけ延伸される。前記第３切り欠き部４７０は前
記第２基板５００上に形成された共通電極５１０がＹ字形状で除去されることにより形成
され、前記第１電極４５０及び第２電極４６０の中央領域に形成される。また、第１電極
４５０及び第２電極４６０は、画素領域外部において共通電極５１０と接続されている。
このように形成された画素電極４４０と共通電極５１０とに印加される電圧に応じて画素
領域毎の液晶層の配向状態が変化する。そして、その配向状態に伴って液晶層を透過する
光の偏光が変化し、画素領域毎に表示が行われる。また、画素領域が、前記第１、第２電
極４５０、４６０及び第３切り欠き部４７０により配向分割されている。そして、電圧が
印加され、液晶層の液晶分子がその長軸の傾斜方向が互いに異なるように傾くことで、視
野角が改善される。
【００３６】
　また、前記画素電極４４０は前記第１及び第２電極４５０、４６０と対応するＶ字形状
を有する。図２に示すように、前記画素電極４４０は前記第１及び第２電極４５０、４６
０から所定間隔だけ離隔されて形成される。
【００３７】
　即ち、前記画素電極４４０はゲート絶縁膜４３８上で第１及び第２電極４５０、４６０
から約２乃至３μｍほど離隔されて形成される。このとき、前記第１電極４５０と隣接す
るデータライン４２０との離隔間隔は約２μｍであり、第２電極４６０と隣接するデータ
ライン４２０との離隔間隔も同一である。
【００３８】
　前記第１電極４５０と第３切り欠き部４７０との間隔Ｔ１及び前記第２電極４６０と第
３切り欠き部４７０との間隔Ｔ２は減少することができる。
【００３９】
　前記第２基板５００上に形成された共通電極５１０下部には、前記第１電極４５０及び
第２電極４６０をカバーするための光遮断層５２０が形成される。前記光遮断層５２０は
前記データライン４２０を中央に置いて左右に形成された第１電極４５０及び第２電極４
６０のそれぞれの幅と前記第１及び第２電極４５０、４６０の間の離隔距離を足した幅を
有する。このとき、光遮断層５２０は約２１μｍの幅を有する。
【００４０】
　従って、光遮断層５２０の幅が減少され得るが、その理由の一つとして前記データライ
ン４２０と第１電極４５０との間隔及びデータライン４２０と第２電極４６０との間隔が
縮小されるからである。また、前記画素電極４４０の端部に隣接する約２乃至３μｍの領
域を前記光遮断層５２０でカバーしなくても、画素領域内に形成された複数の電極により
区分されたサブ画素のエッジ部分で画面が黒く見えるテクスチャ及び２－ステップモーシ
ョンが発生されないので前記光遮断層５２０は前記データライン４２０の左右に形成され
た第１電極４５０及び第２電極４６０をカバーできる位の幅を有することで十分である。
【００４１】
　光遮断層５２０は、上記のように、データライン４２０、前記第１電極４５０及び第２
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電極４６０を覆うように形成されている。この光遮断層５２０が形成されている領域にお
いては、第１基板４００上に画素電極４４０が形成されていない。よって、この光遮断層
５２０が形成されている領域の液晶層の液晶分子は、画素電極４４０と共通電極５１０と
の間に電圧が印加された場合であっても、その傾きが印加される電圧に応じて変化しない
。光遮断層５２０は、このような画素間の隙間を埋めるために設けられている。上記では
、前記第１及び第２電極をカバーするために前記第１基板上に形成される光遮断層の幅及
び電極間隔を減少することができるため、液晶表示装置の透過率及び応答速度を向上させ
ることができる。
【００４２】
　この実施例において、前記画素電極４４０は前記第１または第２電極４５０、４６０と
オーバーラップされない。従って、前記画素電極４４０の上部には折曲された部分即ち、
画素電極４４０の中央部分で所定幅を有する金属パターン４８０が別途に形成される。前
記金属パターン４８０はストレージキャパシターの上部電極として動作し、前記金属パタ
ーン４８０に対応する領域の画素電極４４０はストレージキャパシターの下部電極として
動作される。
【００４３】
　図７に示すように、前記ストレージキャパシターの上部電極として動作される金属パタ
ーン４８０は前記ゲートライン４１０に隣接する領域に形成することもできる。
【００４４】
　前記ストレージキャパシターを形成するための金属パターン４８０が、図５に示された
ように画素領域の中央に形成された場合には約４５％の開口率を有し、図７に示されたよ
うに、前記ゲートライン４１０に隣接する領域に形成された場合には約４８％の開口率を
有する。
【００４５】
　このような構成を有する本発明の一実施例には他の液晶表示装置においてデータライン
に隣接する領域での液晶の配列方向を添付図面を参照して説明する。
【００４６】
　図８は本発明の一実施例による液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での液晶の
配列方向を示す平面図であり、図９は本発明の一実施例による液晶表示装置のデータライ
ンに隣接する領域での偏光軸と液晶の配列方向を示す平面図である。
【００４７】
　図８に示すように、本発明の一実施例による液晶表示装置の画素電極４４０はデータラ
イン４２０に隣接して形成された第１電極４５０及び第２電極４６０と所定間隔離隔され
るように形成される。
【００４８】
　図９に示すように、前記画素電極４４０の端部に隣接する液晶は電界が印加されない状
態で垂直方向に立っているブラックモード状態７００を保持する。一方、電界が印加され
ると液晶は偏光軸７１０に対して４５°方向にチルト（図９中７２０参照）される。よっ
て、液晶表示装置で画素電極４４０端部に隣接した液晶が電界印加初期に偏光軸７１０と
同一な方向に配列された後、前記偏光軸７１０に対して４５°にチルトされる現象である
２ステップモーションの誘発を減少することができる。
【００４９】
　ここで、Ｖ字の底部に位置する部分、つまり画素電極４４０の中央部分においては、液
晶分子は、Ｖ字の底部の両側に位置する液晶分子の配向の影響を受ける。よって、Ｖ字の
底部に位置する液晶分子底部に位置する液晶分子は、偏光軸と平行な方向に傾く。しかし
、画素電極４４０の中央部分には、所定幅を有する金属パターン４８０が形成されている
ため、偏光軸に平行に傾く液晶分子による配向不良の影響を防止することができる。
【００５０】
　図１０は本発明の他の実施例による液晶表示装置の平面図であり、図１１は図１０のＤ
－Ｄ`線による断面図である。
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【００５１】
　図１０及び図１１に示すように、本発明の他に実施例による液晶表示装置は第１基板８
００、第２基板９００、前記第１及び第２基板８００、９００の間に介在され、ネガティ
ブ型の誘電常数異方性を有する液晶（図示せず）、画素領域の一部を遮断して画素領域で
の液晶分子の配列を安定化するための第１、第２電極８１０、８２０、第３切り欠き部８
３０を含む。
【００５２】
　前記第１基板８００は第１方向に延伸され、第２方向に所定間隔を有するように配列さ
れた複数のゲートライン８４０、前記ゲートライン８４０に交差して形成された複数のデ
ータライン８５０、前記ゲートライン８４０とデータライン８５０との交差点にマトリッ
クス形態で形成された複数の薄膜トランジスタ４３０と画素電極８６０を有する。
【００５３】
　このとき、隣接する2つのゲートライン８４０及びデータライン８５０により定義され
た画素領域はレイアウト上で中央部分が折曲されて形成されたＶ字形状を有する。
【００５４】
　また、前記データライン８５０は前記画素領域に対応してＶ字形状を有し、偏光軸に対
して４５°の傾斜角を有する。
【００５５】
　前記薄膜トランジスタ４３０は図５に示された本発明の一実施例による薄膜トランジス
タ４３０と同一な構成及び機能を有するので、その具体的な説明は省略し、同一な参照符
号を付与する。
【００５６】
　前記第１電極８１０は図１０中右端のデータライン８５０に隣接して配置され、前記デ
ータライン８５０に対応してＶ形状を有する。前記第２電極８２０は、前述の図１０中右
端のデータラインに隣接するデータライン８５０に隣接して配置され、前記データライン
８５０に対応してＶ字形状を有する。前記第１及び第２電極８１０、８２０が前記データ
ライン８５０に対応してＶ字形状を有することにより前記第１及び第２電極８１０、８２
０は偏光板（図示せず）の偏光軸に対して約４５°方向に傾斜するように配列される。
【００５７】
　前記第１及び第２電極８１０、８２０は前記ゲート電極４３２と同一な金属物質により
形成された金属パターンであり、前記ゲート絶縁膜４３８の下部に形成される。
【００５８】
　前記第３切り欠き部８３０は、第１延長部、第２延長部、第３延長部を含み、Ｙ字形状
を有するように形成される。第１延長部は、第１電極８１０の折曲された部分から前記ゲ
ートライン８４０と平行に第１方向に所定長さだけ延伸される。第２延長部は、前記第１
方向に延伸された第１延長部の端部が所定の傾きを有し前記データライン８５０と平行に
前記第２方向に延伸される。第３延長部は、前記第２方向に延伸された第２延長部の端部
が前記第２電極８２０の方に所定長さだけ延伸される。前記第３切り欠き部８３０は第２
基板９００上に形成された共通電極９１０がＹ字形状で除去されることにより形成され、
前記第１電極８１０及び第２電極８２０の中央領域に形成される。前記画素電極８６０は
第１及び第２電極８１０、８２０と対応するＶ字形状を有し、前記第１及び第２電極８１
０、８２０と部分的にオーバーラップして形成される。
【００５９】
　即ち、前記画素電極８６０は前記第１及び第２電極８１０、８２０の上部に形成された
ゲート絶縁膜４３８上で前記第１及び第２電極８１０、８２０と２乃至３μｍほどオーバ
ーラップされるように形成される。このとき、前記第１電極８１０と隣接するデータライ
ン８５０との離隔間隔２μｍであり、前記第２電極８２０と隣接するデータライン８５０
との離隔間隔も同一である。
【００６０】
　従って、前記第１及び第２電極８１０、８２０がＶ字形状を有するように形成されるに
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より前記第１及び第２電極８１０、８２０は偏光板（図示せず）の偏光軸８７０に対して
約４５°のチルト角度を有する。
【００６１】
　前記画素電極８６０と前記第１及び第２電極８１０、８２０が部分的にオーバーラップ
された領域にはストレージキャパシターが形成される。即ち、前記第１及び第２電極８１
０、８２０と部分的にオーバーラップされた画素電極８６０はストレージキャパシターの
上部電極で動作し、前記第１電極８１０及び第２電極８２０はストレージキャパシターの
下部電極として動作する。
【００６２】
　前記第１電極８１０と第３切り欠き部８３０との間隔Ｔ３及び前記第２電極８２０と第
３電極８３０との間隔Ｔ４が減少される。
【００６３】
　前記第２基板９００に形成された共通電極９１０の下部には第１電極８１０及び第２電
極８２０をカバーするための光遮断層９２０が形成される。前記光遮断層９２０は前記デ
ータライン８５０を中央に置いて左右に形成された第１及び第２電極８１０、８２０のそ
れぞれの幅と第１及び第２電極８１０、８２０の間の離隔距離を足した幅を有する。この
とき、前記光遮断層９２０は約２１μｍの幅を有する。
【００６４】
　従って、前記光遮断層９２０の幅が減少されるが、その1つの理由は前記データライン
８５０と第1電極８１０との間隔及びデータライン８５０と第２電極８２０との間隔が縮
小されるからである。また、前記画素電極８６０の端部に隣接する約２乃至３μｍの領域
を前記光遮断層９２０でカバーしなくてもテクスチャ及び２ステップーモーションが発生
しないので前記光遮断層９２０は前記第１電極８１０及び第２電極８２０をカバーできる
位の幅を有することで十分である。上記では、十分にテクスチャ及び２ステップーモーシ
ョンを防止しつつ、前記第１及び第２電極をカバーするために前記第１基板上に形成され
る光遮断層の幅及び電極間隔を減少することができるため、液晶表示装置の透過率及び応
答速度を向上させることができる。
【００６５】
　このような構成を有する本発明の他の実施例による液晶表示装置においてデータライン
に隣接する領域での液晶の配列方向を添付した図面を参照して説明する。
【００６６】
　図１２は本発明の他の実施例による液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での液
晶の配列方向を示す平面図であり、図１３は本発明の他の実施例による液晶表示装置のデ
ータラインに隣接する領域での偏光軸と液晶の配列方向を示す平面図である。
【００６７】
　図１２に示すように、本発明の他の実施例による液晶表示装置の画素電極８６０はデー
タライン８５０に隣接して形成された第１電極８１０及び第２電極８２０と部分的にオー
バーラップされるように形成される。
【００６８】
　図１３に示すように、前記画素電極８６０の端部に隣接する液晶は電界が印加されない
状態では垂直方向に立っているブラックモード状態１０００を保持する。一方、電界が印
加されると液晶は偏光軸１０１０に対して４５°方向にチルト（図１３中１０２０参照）
される。よって、液晶表示装置で画素電極端部に隣接した液晶が電界印加初期に偏光軸１
０１０と同一な方向に配列された後、前記偏光軸１０１０に対して４５°にチルトされる
現象である２ステップモーションの誘発を減少することができる。
【００６９】
　このような構造を有する本発明による液晶表示装置の動作特性を図面を参照して詳細に
説明する。
【００７０】
　まず、図５乃至図１１に示す本発明の実施例による液晶表示装置は表示画面に縦方向に
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発生される表示不良を減少することができる。
【００７１】
　前記縦方向に発生された表示不良は、データラインの左右に隣接して形成される画素電
極と前記データラインがオーバーラップされることによって形成される左右カップリング
キャパシターの変動値が大きいほど増加する。
【００７２】
　即ち、図２、図６及び図１１においてデータライン１３０、４２０、８５０を固定し、
画素電極１４０、４４０、８６０を前記データライン１３０、４２０、８５０側に-２、-
１、０、１、２μｍほど移動させると、前記データライン１３０、４２０、８５０と画素
電極１４０、４４０、８６０がオーバーラップされながらカップリングキャパシターが形
成される。
【００７３】
　図１４は一般の液晶表示装置と本発明による液晶表示装置のカップリングキャパシター
の左右変動量を示すグラフである。
【００７４】
　図１４に示すように、第１グラフ（ａ）は一般の液晶表示装置の左右カップリングキャ
パシターの変動量を示すものであり、第２グラフ（ｂ）は本発明の実施例による液晶表示
装置の左右カップリングキャパシターの変動量を示すものである。ここで、ＴＮモードの
液晶表示装置による左右カップリングキャパシターの変動量は第２グラフ（ｂ）と同一な
形態を有する。
【００７５】
　図１４の第２グラフで示すように、本発明による液晶表示装置は画素電極の移動による
カップリングキャパシターの左右変動量が第１グラフ（ａ）に示される一般的な液晶表示
装置に比べて顕著に小さい。従って、表示画面に縦方向に発生される表示不良を減少する
ことができる。
【００７６】
　一方、本発明によるＰＶＡモードの液晶表示装置は一般のＴＮモードの液晶表示装置に
比べて電圧－透過率Ｖ－Ｔ曲線でその傾きが大きい。即ち、ＰＶＡモードの液晶表示装置
は階調間の電圧間隔がＴＮモード液晶表示装置より小さいので小さい電圧変化にも階調変
動即ち、縦線不良が発生する。
【００７７】
　図１５は電圧と透過率との関係を示すグラフで、第１グラフ（ａ）はＴＮモード液晶表
示装置の電圧－透過率を示す曲線であり、第２グラフ（ｂ）はＰＶＡモード液晶表示装置
の電圧－透過率を示す曲線である。
【００７８】
　図１５に示すように、ＰＶＡモードの液晶表示装置は電圧－透過率曲線でその傾きがＴ
Ｎモードの液晶表示装置より約３倍程度大きい。
【００７９】
　従って、ＰＶＡモードの液晶表示装置での左右カップリングキャパシターの変動量をＴ
Ｎモードの液晶表示装置での左右カップリングキャパシターの変動量より３倍以下に減少
させた場合、同一なピクセル構造でＰＶＡモードの液晶表示装置とＴＮモードの液晶表示
装置とにおける表示画面に縦方向への表示不良が発生する確率が同一でとなる。
【００８０】
　また、前述した本発明の実施例による液晶表示装置は光遮断層の幅を減少させ、ストレ
ージキャパシター形成のための別途の金属パターンを形成する必要がなく、３次透過効率
、例えば、偏光板の偏光軸に対して４５°方向に配列された液晶の比率を増加させること
ができるので一般の液晶表示装置に比べて高い透過率を有する。
【００８１】
　図６及び図１１に示すように、本発明の前述した実施例による液晶表示装置は第１電極
４５０、８１０及び第２電極４６０、８２０とデータライン４２０、８５０との間隔が２
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μｍであり、第１電極４５０、８１０及び第２電極４６０、８２０の端部に隣接する約２
乃至３μｍの領域を別途に光遮断層５２０、９２０を用いてカバーする必要がない。従っ
て、本発明の実施例による液晶表示装置の光遮断層５２０、９２０は約２１μｍの幅を有
する
　一方、図２に示したように、一般の液晶表示装置は第２突出部１５０ｂとデータライン
１３０との間隔が５．５μｍであり、第２突出部１５０ｂの端部で発生されるテクスチャ
または２－ステップモーションの発生を防止するために光遮断層２１０が第２突出部１５
０ｂより広い幅を有するように形成される。即ち、一般的な液晶表示装置の光遮断層２１
０は約２８μｍの幅を有する。
【００８２】
　また、本発明の他の実施例による液晶表示装置は、第１及び第２電極８１０、８２０と
画素電極８６０とが部分的にオーバーラップされ、オーバーフラップされた領域にストレ
ージキャパシターが形成されるので、ストレージキャパシターを形成するための別途の金
属パターンは不必要である。
【００８３】
　図１６は本発明の他の実施例による液晶表示装置と一般の液晶表示装置の開口率を示す
グラフである。
【００８４】
　図１６に示すように、本発明の他の実施例による液晶表示装置の開口率（グラフａ）は
一般の液晶表示装置（グラフｂ）の開口率より高い。
【００８５】
　本発明の他の実施例による液晶表示装置はディスプレー画面の大きさが１７インチであ
る場合より１９インチである場合に開口率の増加幅大きい。これは、ピクセルピッチのた
めであり、ピクセルピッチは電極の間隔を左右する。
【００８６】
　例えば、ピクセルピッチが１２０μｍより大きい場合、1つの画素領域を共通電極を用
いて2つの開口部に区分しても電極の間隔は２６μｍ以上に増加する。つまり、ピクセル
ピッチが１２０μｍを２分割すると６０μｍとなり、さらに、例えば図１０に示す前記第
１電極８１０と第３切り欠き部８３０との間隔または前記第２電極８２０と第３切り欠き
部８３０との間隔が３０μｍ以上となるので画素電極を駆動するための信号の応答速度が
遅延されて液晶表示装置の動作効率は減少する。従って、ピクセルピッチが１２０μｍ以
上の一定部分では液晶の配列が前記偏光軸に対して４５°に配列されない領域が存在する
が、1つの画素領域が４つの開口部に区分されるように設計することができる。
【００８７】
　この実施例において、前記電極の間隔は前記第１電極８１０と第３切り欠き部８３０と
の間隔または前記第２電極８２０と第３切り欠き部８３０との間隔を示す。この実施例に
おいて、図１６に示されたように開口率を有する液晶表示装置の電極間隔、例えば前記第
１第２電極及び第３切り欠き部の間の間隔は１７インチである場合１７．３μｍ、１９イ
ンチである場合２１μｍであり、２２インチである場合２９μｍである。
【００８８】
　一般に、ＰＶＡモードの液晶表示装置は画素領域内に形成された複数の電極により区分
されたサブ画素のエッジ部分で画面が黒く見えるテクスチャが発生して、サブ画素の中央
部ほどの透過効率を示すことができない。
【００８９】
　図１７は一般の液晶表示装置のテクスチャ発生部位を示す図面であり、図１８は本発明
による液晶表示装置のテクスチャ発生部位を示す図面である。図１９は図１７を偏光軸に
対して４５°回転させる状態を示す図面であり、図２０は電極の間隔と透過効率との関係
を示すグラフである。
【００９０】
　図１７及び図１８に示すように、本発明による液晶表示装置でテクスチャ発生面積は約
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１１０３μｍであり、一般の液晶表示装置でテクスチャ発生面積は約２６９１μｍである
。即ち、本発明による液晶表示装置でテクスチャ発生面積は一般の液晶表示装置のテクス
チャ発生面積に比べて半分以下に減少され得るので３次効率が増加される。
【００９１】
　このとき、一般の液晶表示装置での偏光軸を４５°回転させると図１９に示すように、
テクスチャ発生領域は白く示される。
【００９２】
　図２０に示すように、ＰＶＡモード液晶表示装置は電極の間隔が減少されるにつれ透過
率が増加するが、本発明による液晶表示装置は一般の液晶表示装置に比べて電極の間隔が
減少されることができるので、一般的な液晶表示装置に比べて高い透過率を有することが
できる。
【００９３】
　前述したように、本発明の実施例による液晶表示装置は光遮断層の幅が減少し、ストレ
ージキャパシター形成のための別途の配線が不必要で、３次効率が増加されることにより
透過率が増加される。
【００９４】
　また、本発明による液晶表示装置は一般の液晶表示装置に比べて向上された応答速度を
有する。即ち、本発明による液晶表示装置はスイッチング素子として動作する薄膜トラン
ジスタ４３０のゲート電極４３２に印加されるゲートオン信号が一定レベルに到達するま
での上昇時間が減少されることにより応答速度が向上される。
【００９５】
　このとき、ＰＶＡモードの液晶表示装置において応答時間を向上させるためには２ステ
ップモーション発生領域を減少させ、電極間隔が減少されるべきである。
【００９６】
　前記２ステップモーション発生領域は図１７及び図１８に示すように、テクスチャ発生
領域と同一である。従って、本発明による液晶表示装置で２ステップモーションの発生面
積は一般の液晶表示装置においての２ステップモーションの発生面積の半分以下である。
【００９７】
　また、本発明による液晶表示装置は一般の液晶表示装置より電極の間隔が減少する。
【００９８】
　図２１は電極の間隔と応答時間との関係を示すグラフである。ここで、第１グラフ（ａ
）は前記ゲートオン信号の下降時間を示し、第２グラフ（ｂ）は前記ゲートオン信号の上
昇時間を示すものであり、第３グラフ（ｃ）は前記上昇時間と下降時間とを足した時間を
示す。
【００９９】
　図２１に示すように、電極の間隔が減少されるにつれ応答時間つまり、上昇時間が減少
する。
【０１００】
　前記したように、本発明による液晶表示装置は一般の液晶表示装置に比べて２ステップ
モーションの発生面積が減少し、電極の間隔が減少するにつれ応答速度が向上される。
【０１０１】
　前述したように、本発明による液晶表示装置のデータラインはＶ字形状で形成され、デ
ータラインの影響を抑制するための複数の電極は偏光軸に対して４５°方向に形成される
。また、画素領域内の画素電極はデータライン左右に形成された電極から所定間隔離隔さ
れるように形成されるかまたは一部がオーバーラップされるように形成される。
【０１０２】
　従って、本発明はデータラインと画素電極とのカップリングにより発生する左右カップ
リングキャパシターの変動量が少なくて、表示画面での縦方向への表示不良を減少するこ
とができる。
【０１０３】
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　また、本発明はデータラインと左右に形成される電極との間隔が縮小され、電界が印加
されると画素電極の端部に隣接する約２乃至３μｍ領域で液晶が偏光軸に対して４５°方
向にチルトされる。従って、光遮断層を用いてデータラインの左右に形成された電極をカ
バーしなくてもよいし、電極をカバーするための光遮断層の幅が減少されて透過率が増加
されることができる。
【０１０４】
　また、本発明による液晶表示装置において、電極と画素電極とは部分的にオーバーラッ
プされるように形成されるので、別途のストレージキャパシターを形成するための金属パ
ターンは不必要であるので透過率が増加されることができる。
【０１０５】
　また、本発明による液晶表示装置において、電極が偏光軸に対して４５°方向に形成さ
れるので、画素電極のエッジ部分で発生するテクスチャ発生面積が減少されて透過率が増
加されることができる。
【０１０６】
　また、本発明による液晶表示装置において、２ステップモーションの発生面積が減少し
、電極間の間隔が減少されるにつれ上昇時間が減少して応答速度を向上させることができ
る。
【０１０７】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず本発明が
属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れるこ
となく、本発明を修正または変更できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】一般のＰＶＡモードの液晶表示装置を示す平面図である。
【図２】図１のＢ－Ｂ`線による断面図である。
【図３】図１に示された液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での液晶チルト方向
を示すための概略図である。
【図４】図１に示された液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での偏光軸と液晶チ
ルト方向を示す概略図である。
【図５】本発明の一実施例による液晶表示装置を示す平面図である。
【図６】図５のＣ－Ｃ`線による断面図である。
【図７】図５に示された液晶表示装置の金属パターンの他の実施例を示す平面図である。
【図８】本発明の一実施例による液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での液晶の
配列方向を示す平面図である。
【図９】本発明の一実施例による液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での偏光軸
と液晶の配列方向を示す図面である。
【図１０】本発明の他の実施例による液晶表示装置の平面図である。
【図１１】図１０のＤ－Ｄ`線による断面図である。
【図１２】本発明の第２実施例による液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での液
晶の配列方向を示す平面図である。
【図１３】本発明の他の実施例による液晶表示装置のデータラインに隣接する領域での偏
光軸と液晶配列方向を示す平面図である。
【図１４】一般の液晶表示装置と本発明による液晶表示装置のカップリングキャパシター
の左右変動量を示すグラフである。
【図１５】電圧と透過率との関係を示すグラフである。
【図１６】本発明の他の実施例による液晶表示装置と一般の液晶表示装置の開口率を示す
グラフである。
【図１７】一般の液晶表示装置のテクスチャ発生部位を示す図面である。
【図１８】本発明による液晶表示装置のテクスチャ発生部位を示す図面である。
【図１９】図１７を偏光軸に対して４５°回転させた状態を示す図面である。
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【図２０】電極間隔と透過効率との関係を示す図面である。
【図２１】電極間隔と応答時間との関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１０９】
１００、８００　　　第１基板
１１０、４３０　　　薄膜トランジスタ
１５０、４５０、８１０　　　第１電極
１３０、４２０、８５０　　データライン
１４０、４４０、８６０　　　画素電極
１５０ａ　　第１突出部
１５０ｂ　　第２突出部
２１０　　光遮断層
２２０　　共通電極
３１０、７１０、８７０　　偏光軸
４１０、８４０　ゲートライン
４６０、８２０　　　第２電極
４７０、８３０　　　第３切り欠き部
４８０　　　金属パターン
５００、９００　　　第２基板
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】
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